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国民健康保険　　　　　有効期限○○年○○月○○日
被保険者証

記　号　　　　　　　羽　　　　番　号　00000000
氏　名　　　　　国 保 太 郎　 性　別　　　男
生 年 月 日　　　昭和 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日
資格取得年月日　　　昭和 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日
交 付 年 月 日　　　平成 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日

世 帯 主 氏 名　国 保 太 郎
住　所　　　　　北海道苫前郡羽幌町○○○○○番地

保 険 者 番 号

保 険 者 名　北海道苫前郡羽幌町
　　　　　　　　　　　　　　　　　　羽 幌 町 印

924110

この被保険者証は、

あくまでも見本とし

て記載していますの

で、実際の本証とは、

サイズ、記載内容、

字体などが異なりま

す。
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※修学のため家族と離れて他の市町村に住所を有する学生の場合、役場窓口に届出が必要となります。
　また、卒業などで修学を終えた場合も、同様に届出が必要ですのでご注意ください。
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　①加入している健康保険の被保険者証　②健康手帳　③老人保健の医療受給者証
　④老人保健の限度額適用・標準負担額減額認定証（認定を受けている方のみ）
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　加入している医療保険（健康保険）が変わったときは役場へ届出をしてください。
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　①������かかった医療費の１割または２割を医療機関の窓口で支払います。
　②������かかった医療費の１割または２割を医療機関の窓口で支払いますが、その場合、
　　　　　　　限度額（老人保健の医療費負担の入院及び世帯限度額）までの支払いとなります。
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  ○所得に応じて医療費を負担していただきます。
  ○医療費の負担が下表の限度額を超えた場合は、申請により超えた分の払い戻しが受けられます。
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低所得Ⅰ★３低所得Ⅱ★２一般一定以上所得者★１区　　　分
１割２割負 担 割 合

8,000円12,000円40,200円外来限度額

15,000円24,600円40,200円72,300円＋（総医療費－361,500円）×１％
（40,200円）

入 院 及 び
世帯限度額

300円650円
（長期該当者は500円）780円780円１日の標準負担額

（食事療養費）

※（　）内は、12カ月間に４回以上高額医療費の支給を受けた場合の４回目からの限度額です。

★１　一定以上所得者とは、69歳以上の方の課税所得（収入から地方税法上の各種控除を差引いた額）が124万円
　　を超えている場合、その方および同じ世帯に属する69歳以上の方を指します。
　　　ただし、同じ世帯に属する69歳以上の方の収入の合計額が、次の額に満たない場合には、申請されます　
　と１割（一般）の負担になります。
　　　　○  同じ世帯に他に69歳以上の方がいる場合　　⇒637万円
　　　　○  同じ世帯に他に69歳以上の方がいない場合　⇒450万円
　　　　※  65歳以上で老人医療の障害認定を受けている方も含みます。

★２　低所得Ⅱとは、世帯員全員が住民税非課税の場合の、受給者を指します。

★３　低所得Ⅰとは、★２の条件を満たし、かつ世帯全員が一定基準を満たしている方を指します。
　　　一定基準とは、各種控除後の所得が０円となる場合です。
　注）低所得Ⅱ・Ⅰとなるためには、申請が必要です。
　※　低所得Ⅱの方で長期入院（１年間で90日以上の入院期間）のある方は申請されますと翌月から、さらに
　　標準負担額（食事療養費）の減額が受けられます。（日額650円から500円へ）
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　　身体や精神に障害のある満２０歳未満の児童について、児童の福祉増進を図るための制度です。
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　　身体や精神にある程度の障害のある児童の父若しくは母、又は父母にかわって児童を養育している人です。
　　但し、所得により制限があります。
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　　児童が　・日本国内に住所がないとき
　　　　　　・障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
　　　　　　・児童福祉施設等に入所しているとき
　　父、母又は養育者が　
　　　　　　・日本国内に住所がないとき
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